
 
 
 
 
 

    

の ◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 
境
内
の
桜
の
霜
葉
（
そ
う
よ 

う
、
霜
に
あ
た
っ
て
紅
葉
し
た
葉
の
こ
と
で
す
）
も
落 

ち
尽
く
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。 
初
冬
を
迎
え
て
い
る 

は
ず
で
す
が
、
師
走
と
は
思
え
な
い
暖
か
い
日
が
続
き 

ま
し
た
。 

今
週
末
よ
り
、
例
年
の
歳
末
の
冷
え
込
み
、 

厳
し
い
寒
さ
と
な
る
そ
う
で
、
冬
支
度
（
ふ
ゆ
じ
た
く
） 

を
急
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

前
号
よ
り
、
半
月 

ぶ
り
の
発
行
、
最
近
で
は
め
ず
ら
し
く
間
隔
（
か
ん
か 

く
）、
イ
ン
タ
ー
バ
ル
も
短
く
、
遅
れ
の
累
積
に
歯
止 

（
は
ど
）
め
が
か
か
り
そ
う
な
勢
い
で
あ
り
ま
す
。 

 

宮
司
プ
レ
ス
第
百
三
十
九
号
の
発
行
で
す
。 

◇
今
年
は
、
明
治
維
新
百
五
十
年
の
佳
節
（
か
せ
つ
） 

で
あ
り
ま
し
た
。 

皆
さ
ん
は
、
三
十
年
周
期
説
な
る 

も
の
を
ご
存
知
（
ぞ
ん
じ
）
で
す
か
。 

明
治
元
年
（
西 

暦
一
、
八
六
八
年
）
か
ら
、
平
成
に
至
る
百
五
十
年
を 

三
十
年
毎
に
五
つ
に
区
切
る
見
方
を
示
す
も
の
で
す
。 

第
一
期
は
、
国
民
国
家
の
形
成
期
、
建
国
の
時
代
で
す
。 

大
日
本
帝
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
日
清
戦
争
を
へ
て
国 

家
と
し
て
自
立
し
て
い
く
時
期
で
す
。 

第
二
期
は
、 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
へ
て
政
党
内
閣
制
が
確
立
す 

る
時
代
で
す
。 

今
年
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
百
年
で 

す
が
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
の
で
す
が
、
日
本
は
、

戦
勝
国 

    

そ
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
勝
国
で
あ
り
ま
す
。 

司 

馬
遼
太
郎
（
し
ば
り
ょ
う
た
ろ
う
）
さ
ん
の
「
坂
の
上 

の
雲
」
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
東
ア
ジ
ア
の
小
さ 

く
貧
し
い
国
が
、
欧
米
列
強
に
肩
を
並
べ
よ
う
と
、
坂 

の
上
の
雲
の
「
一
等
国
」
を
目
指
し
、
そ
の
仲
間
入
り 

を
果
た
し
た
時
期
で
す
。 

第
三
期
は
、
戦
争
に
突
き 

進
み
、
敗
戦
か
ら
占
領
、
そ
し
て
、
講
和
、
さ
ら
に
独 

立
を
へ
て
、
戦
後
体
制
を
確
立
す
る
時
代
、
ま
さ
に
戦 

争
と
復
興
の
時
期
で
す
。 

第
四
期
は
、
米
国
と
ソ
連 

の
冷
戦
構
造
（
れ
い
せ
ん
こ
う
ぞ
う
）
の
も
と
、
高
度 

成
長
を
達
成
し
た
大
発
展
の
時
代
、
成
長
の
時
期
で
す
。  

そ
し
て
、
本
年
ま
で
の
第
五
期
は
、
平
成
の
三
十
年
は
、 

「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
い
わ
れ
、
阪
神
大
震
災
、
東 

日
本
大
震
災
と
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。 

現
時 

点
で
い
え
る
の
は
停
滞
と
災
害
の
時
期
だ
っ
た
と
い 

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

◇
こ
の
三
十
年
周
期
説
に
よ
る
歴
史
の
サ
イ
ク
ル
が 

あ
る
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
来
年
は
、
第
六 

期
に
突
入
（
と
つ
に
ゅ
う
）
で
す
。 

少
子
高
齢
化
と 

い
う
未
曾
有
（
み
ぞ
う
）
の
事
態
、
危
機
的
状
況
下
に 

お
か
れ
て
い
て
、
課
題
克
服
先
進
国
（
か
だ
い
こ
く
ふ 

く
せ
ん
し
ん
こ
く
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、 

寺
田
寅
彦
（
て
ら
だ 

と
ら
ひ
こ
）
さ
ん
の 

仰
（
お
っ 

し
ゃ
）
っ
た
「
天
然
（
て
ん
ね
ん
）
の
無
常
（
む
じ
ょ 

う
）」
な
る
深
刻
な
自
然
災
害
に
、
列
島
は
、
毎
年
の
よ 

う
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
下 

の
な
か
で
も
、
停
滞
か
ら
抜
け
出
し
、
新
た
な
道
の
り 

を
切
り
開
い
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

◇
民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
（
や
な
ぎ
だ 

く
に
お
）
さ 

ん
は
、「
敬
神
（
け
い
し
ん
）
は
、
日
本
人
の
道
徳
」
と 

仰
（
お
っ
し
ゃ
）
い
ま
し
た
。 

前
述
（
ぜ
ん
じ
ゅ
つ
） 

の
「
天
然
の
無
常
」
の
前
に
は
、
我
々
は
無
力
で
あ
り 

ま
す
。 

大
自
然
の
恵
み
を
、
恐
れ
敬
い
、
今
あ
る
命 

に
「
感
謝
」
を
し
、
お
陰
さ
ま
で
と
い
う
「
謙
虚
」
な 

気
持
ち
を
忘
れ
な
い
、
ま
さ
に
、
敬
神
と
い
う
道
徳
で 

す
。 

そ
し
て
、
私
た
ち
は
生
き
る
た
め
に
必
死
に
毎 

日
を
過
ご
し
ま
す
が
、
そ
の
前
途
（
ぜ
ん
と
）
に
は
、 

幾
多
（
い
く
た
）
の
困
難
（
こ
ん
な
ん
）
が
、
た
ち
は 

だ
か
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

倫
理
法
人
会
の
「
万
人
幸 

福(

ば
ん
に
ん
こ
う
ふ
く)

の
栞
（
し
お
り
）」
の
第
二
条 

に
、「
苦
難
（
く
な
ん
）
は
幸
福
の
門
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
苦
難
（
く
な
ん
）
を
幸
福
へ
と
導
く
た
め
に
は
、 

や
は
り
、「
創
意
工
夫
（
そ
う
い
く
ふ
う
）」
が
大
切
で 

す
。 

さ
ら
に
、「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
（
て
ん
め
い
） 

を
待
つ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
過
程
（
か
て
い
） 

で
、
い
か
な
る
と
き
も
、「
き
っ
と
、
必
ず
、
神
様
が
お 

守
り
く
だ
さ
る
」
こ
と
を
信
じ
る
、「
神
信
心
（
か
み
し 

ん
じ
ん
）
と
い
う
、
日
本
人
の
勇
気
と
も
い
え
る
「
希 

望
」
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
。 

そ
し
て
、 
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そ
の
希
望
を
共
有
す
る
仲
間
と
の
つ
な
が
り
を
深
め 

て
ゆ
く
、
そ
れ
こ
そ
が
、「
敬
神
生
活
」
な
の
で
は
な
い 

で
し
ょ
う
か
。 

巷
（
ち
ま
た
）
で
は
、
４
Ｋ
放
送
が 

始
ま
り
ま
し
た
が
、
こ
の
敬
神
生
活
の
キ
ー
ワ
ー
ド
も
、 

「
感
謝
、
謙
虚
、
工
夫
、
希
望
」
の
四
Ｋ
で
す
。 

◇
来
年
は
、
光
格
天
皇
以
来
、
二
百
年
振
り
に
天
皇
陛 

下
が
、
御
位
（
み
く
ら
い
）
を
お
譲
り
に
な
る
御
譲
位 

（
ご
じ
ょ
う
い
）
で
、
改
元
で
す
。 
大
化
か
ら
始
ま 

っ
た
元
号
、
二
百
四
十
八
番
目
の
元
号
と
な
り
ま
す
。 

停
滞
と
災
害
の
平
成
の
時
代
で
し
た
が
、
安
定
し
た 

社
会
が
営
ま
れ
て
き
た
の
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御 

存
在
が
あ
れ
ば
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。 

国
民
こ
ぞ
っ 

て
、
御
即
位
（
ご
そ
く
い
）
三
十
年
を
心
か
ら
お
祝
い 

申
し
上
げ
感
謝
の
誠
を
捧
げ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
、「
感
謝
、
謙
虚
、
工
夫
、
希
望
」
の
四
Ｋ
と
い 

う
敬
神
生
活
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
道
し
る
べ
と
し
て
、
新 

し
い
天
皇
陛
下
の
御
即
位
と
共
に
、
新
た
な
元
号
を
承 

り
、
新
し
い
時
代
の
幕
明
け
を
迎
え
た
い
も
の
で
す
。 

◇
十
一
月
の
祭
典
行
事
報
告 

▼
月
次
祭 

＊
十
一
月
一
日
、
十
五
日 

▼
龍
宮
神
社
例
祭 

＊
十
一
月
三
日 

▼
六
連
島
八
幡
宮
樹
木
伐
採
祓 

 

＊
十
一
月
六
日 

▼
朝
粥
会 

＊
十
一
月
二
十
一
日 

▼
新
嘗
祭 

◆
彦
島
八
幡
宮 

＊
十
一
月
二
十
三
日 

◆
六
連
島
八
幡
宮 

＊
十
一
月
二
十
五
日 

 

▼
恵
比
須
神
社
社
殿
竣
工
鎮
座
祭 

※
六
連
島
の
七
社
の
一
つ
恵
比
須
神
社
の
社
殿
新

築
工
事
の
竣
工
な
ら
び
に
鎮
座
祭 

 
 

＊
十
一
月
三
十
日 

◇
十
一
月
の
宮
司
の
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

 

▼
彦
島
八
幡
宮
関
係
団
体
関
係 

 
 

◇
第
七
回
彦
島
八
幡
宮
杯
争
奪
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大

会 
 ＊

十
一
月
十
一
日 

 
 

 
 

※
一
部
、
二
部
、
十
九
チ
ー
ム
参
加 

 
 

◇
敬
神
婦
人
会
役
員
会 

＊
十
一
月
十
九
日 

 
 

◇
維
蘇
志
会
役
員
会 

＊
十
一
月
二
十
一
日 

 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◇
下
関
支
部
総
代
会
敬
神
婦
人
会
合
同
研
修
会 

＊
十
一
月
八
日 

◇
山
口
県
神
社
庁
役
員
会 

 

＊
十
一
月
二
十
八
日 

◇
身
分
詮
衡
委
員
会 

＊
十
一
月
二
十
八
日 

▼
教
誨
（
き
ょ
う
か
い
）
活
動
、
美
祢
社
会
復
帰
促
進

セ
ン
タ
ー 

 

◇
集
合
教
誨
女
子 

＊
十
一
月
十
二
日 

◇
集
合
教
誨
男
子 

＊
十
一
月
二
十
六
日 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

 

◇
例
会 

＊
十
一
月
七
日 

◇
理
事
会 

＊
十
一
月
七
日 

◇
習
字
教
室 

＊
十
一
月
一
日 

 

▼
講
演
会
活
動 

 
 

◇
西
八
幡
宮
新
穀
感
謝
祭 

 

＊
十
一
月
三
日 

 
 

◇
山
口
県
神
社
庁
周
東
支
部
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭 

 

＊
十
一
月
五
日 

 
 

◇
山
口
県
神
社
庁
下
関
支
部
神
宮
大

麻
頒
布
始
祭 

 
 
 

＊
十
一
月
八
日 

 
 

◇
下
関
市
倫
理
法
人
会
経
営
者
モ
ー
ニ
ン 

 
 

グ
セ
ミ
ナ
ー 

 
 
 
 

＊
十
一
月
二
十
一
日 

 

▼
そ
の
他 

◇
西
山
小
雅
楽
公
演
会 

 

＊
十
一
月
十
四
日 

 
 

◇
キ
ャ
ボ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
忘
年
会 

 

＊
十
一
月
二
十
七
日 

◇
下
関
木
鶏
ク
ラ
ブ 

 

＊
十
一
月
三
十
日 

 
 
 
 

※
月
刊
「
致
知
」
読
後
意
見
交
換
会 


